
令和８年度第１回食品衛生推進会議 次第 

 

日時：令和８年５月１２日（火）午後２時３０分 

場所：江東区保健所 ４階 研修室 

 

 

１ 開会                       

２ 保健所挨拶                    

３ 推進員紹介                    

４ 職員紹介                     

５ 座長・副座長選任                 

６ 座長挨拶                 

７ 議事                   

（１）令和７年度江東区食品衛生監視指導結果について（資料１） 

（２）令和８年度江東区食品衛生監視指導計画について（資料２）

（３）食中毒発生状況（２０２５年）        （資料３） 

８ 意見交換                 

９ 事務連絡                 

10 閉会                   

 

 

資 料 

・資料１   令和７年度江東区食品衛生監視指導結果について 

・資料２－１ 令和８年度江東区食品衛生監視指導計画（概要） 

・資料２－２ 令和８年度江東区食品衛生監視指導計画 

・資料３   食中毒発生状況 

 

・参考資料１ 令和８年度江東区食品衛生監視指導計画（案）への

意見募集の結果について 

・参考資料２ 江東区食品衛生推進会議要綱（抜粋） 
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令和７年度江東区食品衛生監視指導結果について（速報版） 

 

１ 食品衛生関係施設数及び監視件数 

・許可を要する施設数    ７，５７９施設（前年度比 ６９減） 

・届出を要する施設数    ５，２１５施設（前年度比 ３３９増） 

・延べ監視件数       ５，７３９件 （前年度比 １１１増） 

※令和３年６月から改正食品衛生法が施行されたため、現在は法改

正前後の許可が混在している。 

 

２ 収去検査結果 

・細菌検査 ２２４検体（前年度比 １２検体減） 

不適率 ０％ （前年度同率） 

・化学検査  ６５検体（前年度比 ２５検体減） 

不適率 ０％ （前年度同率） 

 

３ 現場簡易検査の結果  

・細菌検査 

４０３施設 １，１６９検体（前年度比 ３５施設減、１０９検体減） 

・化学検査 

２５８施設 ４００検体（前年度比 ２４施設減、７検体減） 

検査結果が不適であった施設には、食品等の取扱い改善を指導 

 

４ 区民等への情報提供及び普及啓発  

  ・食品衛生講習会 ４４回（１，４６３名） 

・食品衛生ニュースの発行 ４回 

学校、保育園、児童館、老人福祉施設等に配布（４，０００枚） 

ホームページに掲載 

  ・区報への食中毒予防啓発記事の掲載 ２回 

 

 

資料１ 
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５ 保健所へ寄せられた苦情 

・有症苦情  ４２件 

食事をして食中毒様症状を呈したもの 

・施設設備  ２５件 

施設が不衛生、ネズミがいる等 

                        （単位：件）  

合計 
異物 

混入 

腐敗

変敗 

カビ

の 

発生 

異味 

異臭 

変色

変質 

食品

の 

取扱 

従事

者 
表示 

施設 

設備 

有症 

苦情 

その

他 

１５０ １９ ７ ２ ９ １ ２５ ７ ６ ２５ ４２ ３２ 

＊主要因が複数ある苦情があるため、要因別合計と苦情合計件数は一致しない。 

＊その他・・・ごみ処理、許可関係等 

 

６ 違反・不良食品  

事例数 ２６件 

他の自治体が発見し、調査依頼がされた事例 

・輸入品のアボカドから基準値を超える農薬を検出等 

 

７ 江東区が独自に実施している事業  

（１）市販されている輸入品の残留農薬検査 

輸入された野菜果物加工品 ５検体 → 不検出 

 （２）市販されている食品のアレルギー物質検査 

    （卵、乳、小麦、そば、落花生、甲殻類） 

菓子等 １１検体 → 不検出 

 

８ 食中毒発生状況・対策  

・令和７年に江東区内で発生した食中毒数 ８件 

内訳：アニサキス ４件、カンピロバクター １件、ノロウイルス ３件 

・都内で食中毒発生件数の上位を占めている寄生虫（アニサキス）、カンピロバ

クター、ノロウイルスによる食中毒を予防するために、施設への監視指導と

普及啓発を実施 
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９ 自主回収  

食品衛生法、食品表示法に基づき事業者より報告のあった自主回収 

着手報告 １６件 

・個包装の賞味期限および保存方法の表示欠落 

・消費期限の誤表示 

終了報告 １８件 
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 令和８年度 江東区食品衛生監視指導計画（概要） 
 
１ 趣旨 

  本計画は、区が食品の安全性を確保するにあたり、監視指導等の取組を重点的、効果

的かつ効率的に実施するために、食品衛生法に基づき、策定するものです。 
２ 目的 

区民の健康を守るために、食品衛生法に基づいた監視指導を実施して食生活の安全を

確保します。 

３ 実施期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

４ 監視指導の実施体制 

江東区保健所生活衛生課が監視指導を実施します。また、国（厚生労働省、農林水産

省、消費者庁等）、東京都、他の自治体及び江東区役所の関係所管と連携していきます。 

５ 監視指導の実施内容 

食品衛生法、食品表示法及びその他関係法令等の遵守、また、製造、加工、調理、販

売及び流通の各段階における衛生管理の徹底を図るため、食品関係施設への立入検査や

食品等の検査を実施します。特に（１）については区民生活への影響が大きいため、重

点的に実施します。 

（１）重点監視指導 

①食中毒対策 

寄生虫（アニサキス）、カンピロバクター、ノロウイルス及び腸管出血性大腸菌の

４つの原因への対策を中心に実施します。また、食中毒等健康危機の発生時におけ

る対応、危機管理体制の充実、大規模調理施設・社会福祉施設・児童福祉施設等へ

の監視指導を行います。 

②違反食品・輸入食品等に関する取組 

違反食品等を発見した場合には、関係機関と連携し、回収や廃棄等の速やかな対

策を通じて、危害を除去します。 

③適正な食品表示に関する取組 

区内で製造、流通、販売される食品の表示を適正化し、区民が表示を見て安心し

て食品を購入できるよう、監視指導を行います。 

（２）豊洲市場周辺及びイベントにおける衛生対策 

資料２－１
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 豊洲市場内の施設への監視指導は、原則として都が行いますが、飲食店等について

は連携して監視指導を行います。 

 イベントにおける飲食の提供について、事前に出店者へ適切な食品の取扱いを指導

します。必要に応じて開催当日に監視を実施し、安全な食品を提供するよう指導しま

す。 

（３）食品衛生法の改正に伴う営業許可・営業届出の制度に関する取組 

令和３年６月から営業許可業種の変更及び営業届出制度が施行されました。このため、食

品衛生法の改正を営業者に周知していきます。 

（４）食の安全・安心のための独自の取組 

食品中のアレルギー物質等の検査をします。また、区民を対象とした講習会「食の安

全セミナー」を開催します。 

（５）その他の監視指導 

食肉への衛生対策、路上や公園等での営業等に対する衛生対策、夏期・歳末一斉取

締り等を実施します。 

６ 立入検査及び食品等の検査 

食品衛生法等に基づき、区内で流通する食品等及び食品等取扱い事業者への監視指導

を実施します。また、区内に流通する食品の安全性を確保するため、区内で製造及び販

売される食品等を中心に検査を実施します。 

７ 不利益処分等 

食中毒事件や違反食品の排除等、緊急に安全確保が必要とされる場合は、必要な不利

益処分を行い、ホームページで公表します。 

８ 食品等取扱い事業者による自主的な衛生管理の推進 

食品衛生推進員の活用、食品衛生協会への事業支援、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の

取組を支援します。 

９ 食品衛生に係る人材の養成及び資質の向上 

  食品等取扱い事業者等へ講習会を実施します。 

10 情報提供及び意見交換（リスクコミュニケーション） 

食中毒が多発する時期等における注意喚起等、食品の安全に関わる情報を提供します。

また、食品衛生に関する知識を、講習会等を通じて区民へ普及啓発します。さらに、公

開されている食品衛生推進会議等において、区民・営業者・行政担当者の間で意見を交

換します。 



資料２－２
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食中毒発生状況 

 

１ 東京都の食中毒発生状況（２０２５年） 

（１）事件数及び患者数 

・事件数    １３４件（昨年同期 １１４件） 

・患者数  １，３０８人（昨年同期 １，５３６人） 

 

 （２）主な原因物質の内訳 

   ・１位 ノロウイルス    ４７件（患者数   ８１４人） 

   ・２位 アニサキス     ４１件（患者数    ４２人） 

・３位 カンピロバクター  ２７件（患者数   １４９人） 

   ・４位 ウエルシュ菌     ７件（患者数    ４０人） 

 

 （３）主な原因食品 

   ・ノロウイルス  ：飲食店の食事、生カキ等 

  ・アニサキス   ：シメサバ、アジ・イワシ等の刺身や寿司 

・カンピロバクター：加熱不十分な鶏肉料理等 

・ウエルシュ菌  ：飲食店の食事、弁当等 

 

 

ノロウイルス
47件

アニサキス
41件

カンピロバクター
27件

ウエルシュ菌
7件

その他
12件

資料３ 



- 2 - 
 

 

２ 江東区の食中毒発生状況（２０２５年） 

 （１）事件数及び患者数 

   ・事件数  ８件（昨年 ８件） 

   ・患者数 ８７人（昨年４２人） 

  

（２）原因物質の内訳 

    アニサキス  ４件（患者数  ４人） 

 カンピロバクター １件（患者数  ３人） 

 ノロウイルス  ３件（患者数 ８０人） 

 

（３）原因施設及び原因食品 

 

発生月 原因施設 原因食品 原因物質 

１月 飲食店 飲食店での食事 カンピロバクター 

４月 給食施設 
給食施設で 

調理・提供した食事 
ノロウイルス 

４月 不明 不明 アニサキス 

５月 不明 不明 アニサキス 

７月 不明 不明 アニサキス 

１０月 飲食店 飲食店での食事 ノロウイルス 

１２月 飲食店 飲食店での食事 アニサキス 

１２月 飲食店 飲食店での食事 ノロウイルス 

 



 

令和８年度江東区食品衛生監視指導計画(案)への意見募集の結果について 

 

１ 実施期間 

令和８年１月２１日（水）から２月２７日（金）まで 

 

２ 周知方法 

・区報（令和８年２月１日号） 

・ホームページ 

・生活衛生課窓口 

・こうとう情報ステーション、各保健相談所へ閲覧用資料を配布し、配架を依頼 

 

３ 意見の提出方法 

郵送、ファックス、メール及び生活衛生課窓口への提出 

 

４ 意見の内容 

意見総数 ８件（提出者 ７名） 

分  類 件数 割合 

重点監視指導（食中毒対策、違反食品・輸入食品等に係る

取組み、適正な食品表示に関する取組み） 
4 50.0 % 

食中毒対策 0 0 % 

違反食品・輸入食品等に係る取り組み 0 0 % 

適正な食品表示に関する取り組み 0 0 % 

豊洲市場周辺及びイベントにおける衛生対策 1 12.5 % 

食品衛生法の改正に伴う営業許可・営業届出の制度に関する取組み  0 0 % 

食の安全・安心のための独自の取り組み 0 0 % 

その他の監視指導 1 12.5 % 

不利益処分等 0 0 % 

食品等取扱い事業者による自主的な衛生管理の推進 0 0 % 

食品衛生に係る人材の養成及び資質の向上 0 0 % 

情報提供及び意見交換（リスクコミュニケーション） 0 0 % 

その他 2 25.0 % 

計 8 100 % 

 

５ その他 

計画を大きく変更させる意見はなかった。 

参考資料１ 



参考資料２ 

 

○江東区食品衛生推進会議設置要綱（抜粋） 

平成9年6月27日 

江環健発第350号 

 

 (座長及び副座長) 

第4条 推進会議に座長及び副座長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

2 座長及び副座長の任期は当該の推進員の任期とする。 

3 座長は推進会議を代表し、会を総理する。 

4 副座長は座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 

(会議) 

第6条 推進会議は推進員の半数以上の出席をもって成立する。ただし、座長

が緊急を要すると判断した場合は、この限りではない。 

 


